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１ 有資格（免許）者・経験者枠 

職    種 採用予定数 受   験   資   格 

一

般

行

政

職 

技 術 職 
（ 土 木 ） 

６名 

昭和 55年 4月 2日以降に生まれた方で、令和 7年 11月 1日時点で土
木施工管理技士（1級又は 2級）、造園施工管理技士（1級又は 2級）、
管工事施工管理技士（1級又は 2級）、技術士又は測量士の資格を有す
る方 

技 術 職 
（ 建 築 ） 

若干名 

昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で､次のいずれかに該当する方 
① 令和 7年 11月 1日時点で建築施工管理技士（1級又は 2級）、建築

士（1級又は 2級）又は技術士の資格を有する方 
② 令和 7年 11月 1日時点で建設工事のうち建築工事に関する施工管

理、設計又は工事監理について 3年以上の実務経験を有する方 

技 術 職 
（ 電 気 ） 

若干名 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で､次のいずれかに該当する方 
① 令和 7 年 11月 1 日時点で電気工事施工管理技士（1 級又は 2 級）

又は電気工事士（一種）の資格を有する方 
② 令和 7年 11月 1日時点で建設工事のうち電気設備に関する工事、

設計又は工事監理について 3年以上の実務経験を有する方 

技 術 職 
（ 機 械 ） 

若干名 

昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方 
① 令和 7年 11月 1日時点で管工事施工管理技士（1級又は 2級）、設

備設計 1級建築士又は建築設備士の資格を有する方 
② 令和 7年 11月 1日時点で建設工事のうち給排水衛生設備、空調調

和設備、ガス設備若しくは消火設備に関する工事、設計又は工事
監理について 3年以上の実務経験を有する方 

③ 令和 7年 11月 1日時点でプラント工事のうち燃焼ガス冷却設備、
排ガス処理設備、余熱利用設備、給水設備若しくは排水設備に関
する工事、設計又は工事監理について 3 年以上の実務経験を有す
る方 

福 祉 総 合 職 若干名 
平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、令和 7 年 11 月 1 日時点で社
会福祉法第 19 条第 1 項各号に定める社会福祉主事の任用資格を有す
る方 

社 会 福 祉 士 若干名 
平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、令和 7 年 11 月１日時点で社
会福祉士の資格を有する方 

心 理 士 若干名 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で､令和 7年 11月１日時点で次の
いずれかの有効な資格を有する方 
① 公認心理師 
② 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理

士 
③ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定に係る臨床発達

心理士 
④ 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の認定に係る特別支援

教育士 

保 健 師 若干名 

昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で､次のいずれにも該当する方 
① 保健師の免許を有する方 
② 令和 7年 11月 1日時点で保健師、助産師又は看護師に関する職務

経験がある方 

保 育 士 若干名 
昭和 55年 4月 2日以降に生まれた方で、令和 7年 11月 1日時点で保
育士の資格を有する方 

管 理 栄 養 士 若干名 
平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、令和 7 年 11 月 1 日時点で管
理栄養士の免許を有する方 

公務員経験者（筆記試験免除）の方は次ページをご確認ください。 

 



※ 全ての職種について男女を問わず採用しています。 
※ 採用人数は、今後の市職員の退職状況等によって変動する場合があります。 
※ 障害者の方は、受験資格に加え、次の要件を満たす必要があります。   

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 公務員経験者枠 

職    種 採用予定数 受   験   資   格 

一

般

行

政

職 

技 術 職 
（ 土 木 ） 

６名 
昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体におい
て、土木技術職の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日か
ら令和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

技 術 職 
（ 建 築 ） 

若干名 
昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で､国又は地方公共団体において、
建築技術職の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

技 術 職 
（ 電 気 ） 

若干名 
平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体において、
電気技術職の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

技 術 職 
（ 機 械 ） 

若干名 
昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体におい
て、機械技術職の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日か
ら令和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

福 祉 総 合 職 若干名 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体において、
社会福祉法第 19 条第 1 項各号に定める社会福祉主事の任用資格を有
し、正規職員として福祉関係の職務経験が平成 22年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

社 会 福 祉 士 若干名 
平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体において、
社会福祉士の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

心 理 士 若干名 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で､次のいずれにも該当する方 
① 国又は地方公共団体において、心理士の正規職員としての職務経

験が平成 22年 11月 1日から令和 7年 10月 31日までの間に通算
して 5年以上ある方 

② 令和 7年 11月１日時点で次のいずれかの有効な資格を有する方 
ア 公認心理師 
イ 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心

理士 
ウ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定に係る臨床発

達心理士 
エ 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の認定に係る特別支

援教育士 

保 健 師 若干名 
昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で､国又は地方公共団体において、
保健師の正規職員としての職務経験が平成 22 年 11 月 1 日から令和 7
年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

保 育 士 若干名 
昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体におい
て、保育士の正規職員としての職務経験が平成 22年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

管 理 栄 養 士 若干名 
平成 2年 4月 2日以降に生まれた方で、国又は地方公共団体において、
管理栄養士の正規職員としての職務経験が平成 24年 11月 1日から令
和 7年 10月 31日までの間に通算して 5年以上ある方 

〇活字印刷文による出題に対応できる方 
（手話通訳が必要な方は、電子申込み時にその旨を回答してください。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

以下のＵＲＬ又は二次元コードを読み込み、申込みしてください。連絡先メールアドレスを登録後、登録した

メールアドレスあてに申込画面に移行するＵＲＬが送信されます。 

〇申込ＵＲＬ 

【有資格（免許）者・経験者枠】 

https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52108 

【公務員経験者枠】 

https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52109 

 

 

 

 

１１月６日（木）８時３０分から１１月２７日（木）１７時

００分まで 

上記の期間以外は受付できません。 

 ちば電子申請サービスによる電子申込みとなります。 

※【有資格（免許）者・経験者枠】と【公務員経験者枠】で申込

みの様式が異なりますのでご注意ください。 

※【公務員経験者枠】の職務経験に係る留意事項は、次のとおりです。 

① 現職であることは問いません。 

 ② 受験職種と同様の職務内容に従事した期間に限ります。 

 ③ 正規職員とは、期限の定めのないフルタイム勤務の職員を指します。臨時的任用職

員や任期付職員、非常勤職員、会計年度任用職員として勤務した期間は除きます。 

 ④ 職務経験が複数ある場合は、職務経験年数に通算することができます。ただし、通

算できる期間は１年以上継続して就業したものに限ります。 

⑤ 休暇（産前産後休暇を除く。）、休業（育児休業等）、休職等のため、１か月を超え

て職務に従事していない期間は除きます。 

⑥ 停職の処分をされた期間は除きます。 

⑦ 職務経験年数は、月単位で算定します。職務期間が１か月未満の月については、15

日以上は 1月として計算し、14日以下は切り捨てることとします。 

⑧ 電子申込時に別途「職務経歴書」の添付が必要となります（【有資格（免許）者・

経験者枠】は不要）。ちば電子申請サービス又は市ホームページから様式をダウン

ロードの上、作成後はちば電子申請サービスにアップロードしてください。 

⑨ 職務経験年数について、最終合格者は、職務期間等が確認できる在職期間証明願等

を提出していただきます。なお、受験資格を満たさないことが判明した場合や申込

内容に虚偽があった場合は採用されません。 

 
  

 

https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52108
https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52109


 

【有資格（免許）者・経験者枠】    【公務員者経験枠】 

               

１．メンテナンス等によるシステム停止や通信・機器障害等によるトラブルについては一切責任を負いません。

余裕をもって早めに申込みしてください。 

２．申込時は「職員採用試験申込（ちば電子申請サービス）の流れ」を参照してから申込みしてください。 

３．申込みができるのは１職種のみです。 

４．申込時に必要な書類は次のとおりです。 

 

 

 

 

第一次試験 

試験日 
令和７年１２月１４日（日）   

受付時間：午前 8時 00分～午前 8時 30分 

内 容 筆記試験、面接試験、適性検査（WEB受検）※１ 

持参する物 受験票※２、筆記用具（ＨＢ鉛筆・消しゴム）、昼食（必要に応じて） 

第二次試験 
試験日 第一次試験の合格通知で指定する日（令和 8年１月 18日（日）を予定） 

内 容 面接試験 

 

■最終合格者は、卒業証明書、成績証明書（福祉総合職の方のみ）、免許証又は資格証（受験資格に

該当するもの）、健康診断書等が必要となります。 

■【公務員経験者枠】の最終合格者は、職務経験期間等が確認できる在職期間証明願等を提出してい

ただきます。 

 

 

 

 

ア 証明写真（申込時に写真データ添付） 

「縦横比 4:3」のデータが必要となります。申込み前３か月以内に撮影した上半身・脱帽・正面向きで

本人と確認できるもの（スナップ写真は不可）を用意してください。 

イ 「職務経歴書」 

  【公務員経験者枠】のみ必要です。我孫子市ＨＰで様式をダウンロードの上、必要事項を入力し、ち

ば電子申請サービスによる申込時に添付してください。 

ウ 資格証・免許証等 

エ 学歴・職歴を確認できる書類等 

※ ウ・エについては、申込みの際は添付等の必要はありませんが、お手元にご用意の上正確な情報の入

力をお願いします。 

※１ 適性検査（Web 受検）は指定した期間内に各自で受験していただきます。 

※２ 受験票は、申込時に登録したメールアドレスあてに送付しますので、紙に印刷した上で試験当日

にお持ちください。 

 

 

 

 

〇申込二次元コード 

 

 



 

 

※１ 作文については、第二次試験（面接）の参考資料として使用するため、第一次試験の合否には影響しま

せん。テーマは試験当日お伝えします。 

※２ 応募人数等により、面接試験の時間や日程が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 有資格（免許）者・経験者枠 

職   種 第一次試験種目 試 験 時 間（予 定） 試験程度 

技 術 職 
（土木、建築、電気、
機械） 

①作文※1 
（400～800 字程度） 
②ＳＣＯＡ（基礎能力検査） 
③面接試験※2 

①9:00～9:30 
②10:00～11:00 
③11:30～（20 分/人） 

上級 
（大学卒程度） 

社 会 福 祉 士 

心 理 士 

保 健 師 

管 理 栄 養 士 

福 祉 総 合 職 中級 
（短大卒程度） 保 育 士 

２ 公務員経験者枠 

技 術 職 
（土木、建築、電気、
機械） 

①作文※1 

（400～800 字程度） 
②面接試験※2 

①9:00～9:30 
②10:00～（20 分/人） 

 

社 会 福 祉 士 

心 理 士 

保 健 師 

管 理 栄 養 士 

福 祉 総 合 職 

保 育 士 

試験程度 試験科目 出  題  分  野 

上級 
（大学卒程度） 

ＳＣＯＡ（基礎能力検査） 
文章読解能力、数的能力、推理判断能力、人文・社会、自然に関する一
般常識、基礎英語 中級 

（短大卒程度） 



 

 

 

 

 
 
■ 第一次試験の合否 12 月末頃（予定）に市ホームページで合格者の受験番号をお知らせするとともに、

我孫子市役所掲示場（市役所正面階段脇）に合格者の受験番号を掲示します。 
合否について、電話等での問合せにはお答えできませんのでご了承ください。 

 
 
 

 
 

（１）初任給 
学校卒業後直ちに採用された場合の初任給（地域手当を含む。）は下表のとおりです。 
 
令和７年４月現在（人事給与制度の改正により変わる場合があります。） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）諸手当 
6 月と 12 月に期末勤勉手当（賞与）が支給されます。また、支給要件を満たす場合は、扶養手当、 
住居手当、通勤手当等の諸手当が支給されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職    種 職  務  内  容 

一 般 行 政 職 技 術 職 
（ 土 木 ） 

主として土木に関する知識、技術その他の能力を必要とする業務に従事します。 

一 般 行 政 職 技 術 職 
（ 建 築 ） 

主として建築に関する知識、技術その他の能力を必要とする業務に従事します。 

一 般 行 政 職 技 術 職 
（ 電 気 ） 

主として電気に関する知識、技術その他の能力を必要とする業務に従事します。 

一 般 行 政 職 技 術 職 
（ 機 械 ） 

主として機械に関する知識、技術その他の能力を必要とする業務に従事します。 

福 祉 総 合 職 
主として生活支援、介護支援、福祉に関する総合相談、生活介護事業所での生活支援等に
従事します。 

社 会 福 祉 士 

心 理 士 主として児童・生徒等の発達、性格、行動に関する相談・助言等の業務に従事します。 

保 健 師 
主として保健衛生、介護支援に関する知識、技術その他の能力を必要とする業務に従事し
ます。 

保 育 士 主として児童の保育に関する業務に従事します。 

管 理 栄 養 士 主として給食の献立表の作成及び健康管理上の栄養相談等の業務に従事します。 

職種 初任給（地域手当を含む。） 

一般行政職技術職（土木・建築・電気・機械）・
社会福祉士・心理士・管理栄養士（大卒の場合） 

247,032 円以上 

保健師 249,441 円以上 

福祉総合職・保育士 227,103 円以上 



 
 
 
 
■ 勤務時間  原則として週 38時間 45分（月曜日～金曜日 １日 7時間 45分） 

ただし、勤務場所により勤務が変則となる場合があります。 
■ 有給休暇  年次休暇 ～ １年度 20日間 

             特別休暇 ～ 結婚、子育て、忌引き等 
■ そ の 他  千葉県市町村職員共済組合に加入し医療保険、年金を受けるほか、各種福祉・保健事業等の共

済制度が利用できます。  
                      

 

 

○受験に際しての提出書類は、返却しません。 
○受験に際して取得した個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的には使用しません。 
〇日本国籍がなくても受験できますが、「公の意思形成へ参画」する職務、「公権力を行使」する職務に携わ 

ることはできません。 
○この試験を受けられない方 
① 日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の者 
② 地方公務員法第 16 条により地方公務員となることができない者 
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
・我孫子市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯
し刑に処せられた者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

・平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外） 
〇この採用試験の結果は、開示を請求することができます（下表参照）。なお、電話、はがき等による請求
はできません。受験者本人が直接お越しください。 

 
 

 
注：開示請求するときには、本人と確認できる書類（運転免許証、身分証明書等）を持参してください。 

 

 

 

第一次試験会場   我孫子市役所 庁舎分館１階 会議室 （我孫子市我孫子１８５８番地） 

※試験会場の案内図は、受験票に記載しています。 

            ※応募状況により、会場が一部変更となる場合があります。 
     

  【注意事項】 ①会場の庁舎及び敷地内は禁煙です。また、ゴミは持ち帰りとなります。 
②自家用車、バイク、自転車で来場される方は、敷地内の駐車場をご利用ください。 
なお、駐車場内での事故については、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

③感染症予防の観点から、マスクの着用をお願いする場合がありますので、当日はマスクを持
参してください。 

④第二次試験会場は、別途指定します。 
 

 

 

〒２７０－１１９２ 
千葉県我孫子市我孫子１８５８番地 
我孫子市 企画総務部 人事課 人事係 
☎ ０４－７１８５－１１１１ 内線２３２ 

請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次不合格者 第一次試験の総合得点及び順位 
第一次試験結果発表の日から令和 8 年
3 月 31 日まで 

市役所本庁 
２階 

企画総務部 
人事課 

（土日祝・年末
年始を除く。） 

第二次受験者 
第一次試験の総合得点及び順位 
第二次試験の評価及び順位 

第二次試験結果通知が届いた日から令
和 8 年 3 月 31 日まで 

市長からのメッセージ、先輩職員

紹介ページ等はこちらから ⇒ 


